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答申第７９号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

異議申立人は、平成１６年７月１２日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県知事（

以下「実施機関」という。）に対し、「①下流の簡易水道の水質検査データのわかる

文書②国庫補助申請書③国定公園法の適用条文のわかる文書④国定公園で工事をする

ために必要な申請書⑤工事決定に至る行政手続のわかる文書⑥土地の所有者との交渉

経緯がわかる文書⑦砂防の必要性のわかる文書（適用条文）」の開示請求(以下「本件

開示請求」という｡)を行った。

２ 実施機関の決定

平成１６年７月２６日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として､「補

助金交付申請書、自然公園法、特別区域（特別保護地区、海中公園地区）内工作物の

新（改、増）築許可申請書、平成１４年度版河川局所管補助事業事務提要、用地交渉

経緯、用地交渉日誌及び砂防法｣(以下「本件行政文書」という。）を特定した上で、

次の「（１）開示しないことと決定した部分」を除いて開示する旨の行政文書の一部

開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、次の「（２）開示しない理由」を付

して、異議申立人に通知した。

（１） 開示しないことと決定した部分

ア 特別区域（特別保護地区、海中公園地区）内工作物の新（改、増）築許可申

請書における

・対象地の字、地番

イ 用地交渉経緯における

・交渉の内容、公務員以外の役職、氏名及び関係者連絡先

ウ 用地交渉日誌における

・公務員以外の者の役職、氏名、住所及び電話番号

・地権者が個人の場合における交渉場所のうち個人の勤務場所等の名称、役職、

氏名、交渉の内容及び相続人図
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・地権者が法人の場合における交渉の内容

エ 下流の簡易水道の水質検査データのわかる文書

（２） 開示しない理由

ア 条例第７条第２号に該当

・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

イ及びウ 条例第７条第２号、第３号又は第６号に該当

・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため

・法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上

の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるため

・県の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

エ 当該文書を作成、取得していないため

３ 異議申立て

異議申立人は、平成１６年８月５日、本件決定を不服として、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対し、用地交渉経緯及

び用地交渉日誌における交渉の内容及び経緯（以下「本件不開示情報」という。）を

不開示とした決定の取消しを求める異議申立てを行った。

なお、その他の不開示部分は、異議申立ての対象となっていない。

４ 諮 問

平成１６年８月１８日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公

開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該異議申立てに係る諮問を行っ

た。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

交渉の内容、経緯がわかればよい。その他の情報は一切必要ない。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書において主張している異議申立ての理由は、次のとおり

である。なお、異議申立人から意見書の提出及び口頭意見陳述はなかった。

納税主たる県民が、公費の支出額を決める交渉の経緯を見るのは当たり前である。

すでに金額も決定しており、事業の遂行には開示しても関係ない。
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第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が、理由説明書等において説明している本件決定の理由は、概ね次のとお

りである。

１ 本件行政文書について

砂防事業は、流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から下流部の人

家、耕地、公共施設等を守ることを主たる目的として行うものである。

本件、高見川支流四郷川砂防事業工事は、平成１０年９月の台風７号及び平成１１

年８月の集中豪雨により発生した風倒木及び土砂の流出により、下流域に甚大な被害

をもたらす恐れが生じたため、平成１１年度から事業着手したものである。

用地交渉日誌は、用地事務処理要領第５条第２項に基づいて作成されるものであり、

用地交渉の内容等を記録しておく書類である。記載項目は、路線名、工事名、工事箇

所、交渉月日、交渉場所、相手側及び県側の出席者、交渉内容、次回予定期日及び摘

要欄からなっている。また、交渉内容欄には、「相手側の要求主張や調査依頼等」、

「県側の回答約束等」、「その他必要事項」を記載することになっている。

県が公共事業に伴う用地取得等を行う場合は、「公共用地の取得に伴う損失補償基

準及び同運用方針」に基づき、適正な補償を行うものであり、契約金額は、地権者の

個別事情等を考慮しながら、交渉担当者がその専門的知識と経験を活かし交渉を行い、

両者が合意に至るものである。

したがって、契約は地権者の信頼・協力関係を得て初めて成立するものであり、交

渉内容や交渉結果は公表しないことを前提としている。

本件においても、同様に地権者との信頼・協力関係に基づいて、単価・契約金額に

ついては公表しないことを前提とし（売買金額は地権者の収入・財産の一部を成すも

のであることから、ほとんどの地権者はこのような情報は開示してほしくないと考え

ているのが実状である。）、地権者も信頼・協力関係に基づいて契約に応じたもので

ある。

したがって、公表しないことを前提としている交渉内容や交渉結果、また単価・契

約金額を事後に公表することにより、当事者間の信頼・協力関係が損なわれ、県に対

する不信感を募らせることになり、継続中の本件事業の今後の円滑な用地交渉に支障

が生じるおそれがある。

２ 条例第７条第２号の該当性について

地権者が個人の場合において、用地交渉経緯及び用地交渉日誌における交渉の内容

は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報であり、また、条例第

７条第２号ただし書には該当しないことは明らかであることから、条例第７条第２号

に該当すると判断する。

３ 条例第７条第３号の該当性について
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用地交渉日誌は県が高見川支流四郷川砂防事業工事に際し、本件法人の土地を利用

する必要があるため、特定の用地の取得等を目的として個別の権利者毎に用地交渉を

行い、相手方の資産や権利関係などについて、個別具体的に資産譲渡などに係る内容

について話し合った記録である。

これらの情報は本件法人の財産処分、収入等に関する情報であることから、法人に

関する情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるため、条例第７条第３号に該当すると判断した。

４ 条例第７条第６号の該当性について

地権者が個人の場合において、用地交渉経緯及び用地交渉日誌における交渉の内容

は、県が行う事業用地の取得の過程における情報のうち、特定の用地の取得等を目的

として個別の権利者ごとに行われる用地交渉の記録であり「事務事業」に関する情報

に該当する。

事業用地の取得に係る事務は、土地所有者との協議を積み重ねて進められるもので、

交渉の内容は、相手方の資産や権利関係などについて、個別具体的に資産譲渡などに

係る内容が話し合われるものであるため、土地所有者等との信頼関係、協力関係を得

て初めて成立する事務であり、交渉内容や交渉結果は公表しないことを前提として実

施している。

こうしたことから、交渉の内容を開示することにより、関係当事者間の信頼関係又

は協力関係が損なわれ、それ以降における情報収集や相手方の理解協力を得ることが

困難となり、また将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずる

おそれがあると判断し、不開示とした。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の

県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。

しかし、この行政文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等

の権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しな

いことに合理的な理由がある情報を不開示情報として、第７条に規定している。これ

らの条例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に添って客観的に判断す

る必要がある。
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したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件行政文書が、不開示情報

を規定する第７条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断すると

ともに、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。

２ 本件行政文書について

本件不開示情報は、四郷川砂防事業工事に伴う用地交渉日誌及び用地交渉経緯の内

容である。このうち用地交渉日誌は、用地事務処理要領第５条第２項に基づいて作成

されるものであり、交渉内容欄には、「相手側の要求主張」、「県側の回答約束」、

「相手方の調査依頼」等を記載することになっている。また、用地交渉経緯は、用地

交渉の概要を時系列に整理した文書である。

３ 条例第７条第２号該当性について

実施機関は、地権者が個人の場合における交渉の内容について、条例第７条第２号

に該当するとしているので、以下検討する。

（１）条例第７条第２号本文について

条例第７条第２号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」を原

則として不開示とする旨規定している。

すなわち、本号にいう「個人に関する情報」とは、氏名、住所のほか、思想、信

条、職業、収入、資産、家族関係等、個人に関する一切の情報をいうものである。

本件不開示情報のうち地権者が個人の場合における交渉の内容は、実施機関と相

手方との用地買収等に係る交渉記録であり、相手方の氏名、住所、家族関係、買収

等の価格、相手方の要求等が具体的に記載されている。

これらは、一体として個人情報を形成しており、特定の個人を識別することがで

きる情報であると認められる。

（２）条例第７条第２号ただし書について

本号ただし書は、本号本文に該当する情報であっても、「ア 法令等の規定によ

り又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「イ 人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら

れる情報」、「ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務

遂行の内容に係る部分」のいずれかに該当する情報については、本号の不開示情報

から除外することとしている。

地権者が個人の場合における交渉の内容は、その記載されている内容から見て、

本号ただし書アからウまでに該当しないことは明らかである。

（３）まとめ
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したがって、地権者が個人の場合における交渉の内容は、条例第７条第２号に該

当すると判断する。

４ 条例第７条第３号該当性について

条例第７条第３号は、「法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体

を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報」であって、「ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当する情報について

は、不開示とする旨規定している。

実施機関は、地権者が法人の場合における交渉の内容について、条例第７条第３号

に該当するとしているので、以下検討する。

（１）条例第７条第３号アについて

地権者が法人の場合における交渉の内容は、実施機関と法人との用地買収等に係

る交渉記録であり、法人の財産処分、収入等に関する情報が具体的に記載されてい

る。これらは、法人が事業活動を行う上で重要な財産等の内部管理に関する情報で

あると認められる。

また、法人である地権者にとってみれば、公共事業に係る交渉といえども、私的

な経済活動そのものであり、その内容を当事者以外に知られたくないと欲すること

は理解できるところである。

そうすると、これら一般的に公表することが予定されていない交渉の内容を、法

人の意思と無関係に開示すれば、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあると認められる。

（２）条例第７条第３号ただし書について

当該情報が、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必

要であると認められる情報でないことは明らかであるから、本号ただし書には該当

しない。

（３）まとめ

したがって、地権者が法人の場合における交渉の内容は、条例第７条第３号に該

当すると判断する。
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５ 条例第７条第６号該当性について

条例第７条第６号は、「県の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団

体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそ

れその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるもの」に該当する情報については、不開示とすることを定めている。

実施機関は、本件不開示情報が本号に該当するとしているので、以下検討する。

（１）条例第７条第６号前段について

本件不開示情報は、高見川支流四郷川砂防事業工事に伴う用地交渉日誌及び用地

交渉経緯の内容である。これらは、実施機関の事務又は事業に関する情報であるた

め、条例第７条第６号前段に該当する。

（２）条例第７条第６号後段について

本件不開示情報である交渉の内容部分には、発言者の別とともに、用地交渉にお

いて話されたやり取りが個別具体的に記録されており、交渉の経過が詳細に把握で

きるものである。

実施機関は、本件不開示情報について、開示されることにより、相手方との信頼

関係又は協力関係が損なわれ、それ以降における情報収集や相手方の理解協力を得

ることが困難となり、また将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支

障が生ずるおそれがあると主張する。

実施機関が主張するように、特定の用地の取得等を目的として個別の権利者ごと

に行われる用地交渉は、地元に対する事業説明会とは異なり、相手方の資産や権利

関係などについて、個別具体的に資産譲渡などに係る内容が話し合われるものであ

る。そしてこれらは、相手方との協力、信頼関係に基づき、交渉内容や交渉結果を

公表しないことを前提として行われるものである。

仮に、これらの情報を開示することとした場合、相手方が自己の財産等を開示さ

れることをおそれて、交渉に応じないなどの事態が生ずることは十分に予想され、

相手方との信頼関係、協力関係を損なうおそれがあるとともに、今後実施する用地

交渉事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

（３）まとめ

したがって、これらの情報は、条例第７条第６号に該当すると判断する。

６ 結 論

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。
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第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。
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別紙

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成１６年 ８月１８日 ・ 実施機関から諮問を受けた。

平成１６年１０月２７日 ・ 実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成１７年 ４月 ６日 ・ 実施機関から不開示理由等を聴取した。

（第９４回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成１７年 ６月 １日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第９６回審査会）

平成１７年 ７月 ７日 ・ 実施機関に対して答申を行った。
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